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新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴う宿泊療養施設の利用開始について 

 

 

 現下の新型コロナウイルス感染症患者の急増に対応するため、軽症者や無症状者を対象とした

宿泊療養施設を追加確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民の皆様には、感染の拡大が極めて深刻な状況にあることをご認識いただき、しばらくの間

は、不要不急の外出を控えていただき、引き続き感染防止にご協力をお願いします。 

なお、療養される方やその家族の方等へのプライバシーについては十分に配慮した対応をお願い

します。 

 

【施設名】 ガーデンホテルハナヨ （４５室/うち療養室分として４０室） 

       （田辺市文里二丁目３６－４０） 

      ※ハナヨアリーナ（多目的イベントホール）は除く 

 

【利用開始日】 令和４年１月２２日（土） 

 

【宿泊療養の対象とする者】 

（１）病院で入院している患者のうち、発症後５日～７日経過して無症状・軽

症であり、医師が宿泊療養可能と認めた者 

（２）感染拡大期にあっては、状況に応じて、無症状・軽症者のうち、直接、

宿泊療養が可能な者 


